
内　　　　　容

消防用設備品等の購入、消防用設備品等の修繕

【ご注意】
　補助金の交付決定があるまでは、購入及び修繕をしないようにお願いします。
　場合によっては補助金を交付できない場合もありますので、ご注意ください。

　　　紀美野町消防設備整備補助事業について

１．補助金の交付対象となる事業は、下記のとおりです。

事    業    名

消 防 用 設 備 整 備 修 繕

消 防 用 設 備 整 備 購 入 消防用ホース、格納箱、消防用資機材等の購入

消防用ホース、格納箱、消防用資機材等の修繕

町から補助金の「交付決定通知」が届きます。
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事業実施

その他消防等設備整備
その他消防の用に供する設備整備等に要するもので、
町長が認めたもの

　申請者は、区長又は自治会長となります。

３．提出書類及び事務等の流れ

 ①交付申請書

　　消防設備整備補助金交付要綱　様式第1号

 ②見積書の写し

　　業者等に依頼した見積書のコピー

 ③設置位置図
　　ゼンリン等の地図に色ペン等で印を付けてください。

２．補助率等

　補  助 率：補助事業費の３分の１以内(千円未満切り捨て)
　補助上限：１００，０００円 (１地区１年間)

補助金交付 町から補助金が指定の口座に振込まれます。
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 ①実績報告書

　　消防設備整備補助金交付要綱　様式第6号

 ②補助金交付請求書

　　消防設備整備補助金交付要綱　様式第8号

 ③現場写真
　　設置や修繕したことが確認できる写真。なお、補助対象が複数あ
　　る場合は、全て撮影し、写真の裏面に場所等を記入してください。
 ④領収書の写し
　　業者等に支払ったことがわかる領収書のコピー


